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   第 ６ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成28年２月24日（水曜日） 

                        午前９時58分開議 

                        午前11時59分閉会 

                   

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成27年度熊本県一般会計補

正予算（第６号） 

議案第５号 平成27年度熊本県港湾整備事

業特別会計補正予算（第２号） 

議案第６号 平成27年度熊本県臨海工業用

地造成事業別会計補正予算（第１号）の

うち 

議案第11号 平成27年度熊本県流域下水道

事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第 19号  平成27年度熊本県一般会計

補正予算（第７号） 

 議案第20号 平成28年度熊本県一般会計予

 算 

議案第25号 平成28年度熊本県港湾整備事

業特別会計予算のうち 

議案第26号 平成28年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計予算のうち 

議案第31号 平成28年度熊本県流域下水道

事業特別会計予算 

議案第62号 熊本県宅地建物取引業審議会

設置条例を廃止する条例の制定について 

議案第63号 熊本県建築審査会条例の一部

を改正する条例の制定について 

議案第72号 県道の路線認定について 

議案第73号 県道の路線廃止について 

議案第74号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第75号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第３号 専決処分の報告について 

閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

   ①川辺川ダムに関する最近の状況につ

いて 

                  

出席委員（７人） 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 森   浩 二 

        委  員  田 大 造 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 河 津 修 司 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

                  

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 猿 渡 慶 一 

       政策審議監 原     悟 

      道路都市局長  手 島 健 司 

     河川港湾局長兼 

土木技術審議監 鈴 木 俊 朗 

建築住宅局長 田 邉   肇 

        監理課長 成 富     守 

            用地対策課長 久 保  隆 生 

    土木技術管理課長 緒 方 進 一 

      道路整備課長 宮 部 静 夫 

      道路保全課長 高 永 文 法 

      首席審議員兼 

都市計画課長  松 永 信 弘 

      下水環境課長 宮 本 秀 一 

        河川課長 村 上 義 幸 

        港湾課長 平 山 高 志 

        砂防課長 原 田 高 臣 

        建築課長 清 水 照 親 
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        営繕課長 深 水 俊 博 

        住宅課長 上 妻 清 人 

                

事務局職員出席者 

       議事課主幹 槇 原 俊 郎 

     政務調査課主幹  法 川 伸 二 

                 

  午前９時58分開議 

○増永慎一郎委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第６回建設常任委員会を開

会いたします。 

 まず、本日の委員会に４名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

を議題とし、これについて審査を行います。 

 議事次第のとおり、初めに、平成27年度補

正予算について執行部から説明を求めた後、

質疑、採決を行い、次に、平成28年度当初予

算及びその他の議案について執行部からの説

明を求めた後、質疑、採決を行いたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認めま

す。よって、それに従い進めてまいりたいと

思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いしたいと

思います。 

 それでは、原政策審議監に総括説明をお願

いします。 

 

○原政策審議監 おはようございます。本日

は、部長の猿渡が体調不良のため欠席させて

いただきますので、かわりまして、私、原の

ほうから概要説明をさせていただきます。座

って説明させていただきます。 

 今回の定例県議会に提出しております議案

の説明に先立ち、最近における土木部行政の

動向につきまして御説明申し上げます。 

 まず、大雪に関する対応についてですが、

１月23日から県南部を中心に県内各地で大雪

となり、一部の地域では、通行どめにより、

集落が孤立状態となるなどの影響が出まし

た。土木部としましては、県管理道路247区

間におきまして除雪等の対応を早急に行い、

２月１日には、大雪に伴う規制は全て解除い

たしました。 

 次に、川辺川ダムに関する最近の状況につ

いてですが、今月２日に首長レベルの会議を

開催したところです。会議では、現在検討中

の引堤や放水路などの対策につきまして、流

域の市町村長からさまざまな意見が出されま

した。その詳細につきましては、後ほど御報

告させていただきます。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案について御説明いたしま

す。 

 今回提案しております議案は、平成27年度

補正予算関係議案が５件、平成28年度当初予

算関係議案が４件、条例等関係議案が６件、

報告関係が１件でございます。 

 初めに、今回の補正予算は、国の交付金事

業等の内示減及び災害復旧事業等の事業量の

確定に伴う減額補正等で、合計125億3,847万

円の減額を計上しております。 

 また、国の経済対策に係る補正予算は、熊

本天草幹線道路整備等の経費としまして、合

計67億2,813万9,000円の増額を計上しており

ます。 

 最後に、繰越明許費の設定として、55億

4,922万1,000円の追加設定をお願いしており

ます。 

 次に、28年度当初予算につきましては、い

わゆる骨格予算としております。 

 まず、一般会計でございますが、投資的経

費につきましては、継続事業を中心としまし

て、いわゆる肉づけ後予算の見込みから、国

直轄事業負担金を除きました額のおおむね４

割に相当します281億3,948万2,000円を計上
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しております。 

 次に、消費的経費につきましては、年間所

要額として99億1,731万5,000円を計上してお

ります。 

 一般会計の合計としましては、380億5,679

万7,000円を計上しております。 

 次に、港湾整備事業特別会計等の３つの特

別会計につきましては、年間所要額として、

合計で68億6,582万5,000円を計上しておりま

す。 

 土木部の一般会計、特別会計を合わせた総

額としましては449億2,262万2,000円を計上

しており、対前年度比は49.2％でございま

す。 

 次に、歳出予算の主な内容について御説明

いたします。 

 まず、幹線道路ネットワーク整備等の整備

につきましては、熊本天草幹線道路の大矢野

バイパス、国道325号などの国県道の整備等

に取り組んでまいります。 

 次に、連続立体交差事業につきましては、

熊本駅付近２キロ区間の鉄道高架化等に取り

組んでまいります。 

 熊本広域大水害からの創造的な復興につき

ましては、白川及び黒川において、河道切り

かえ、遊水地整備等に引き続き取り組んでま

いります。 

 球磨川流域のダムによらない治水対策につ

きましては、球磨村渡地区の浸水対策に取り

組んでまいります。 

 次に、条例等関係議案につきましては、条

例の制定が２件、県道の路線認定等が２件、

道路管理瑕疵関係の専決処分の報告及び承認

についてが２件の審議をお願いしておりま

す。 

 報告案件につきましては、職員の交通事故

に係る専決処分の報告について１件を報告さ

せていただきます。 

 その他報告事項につきましては、川辺川ダ

ムに関する最近の状況について１件を報告さ

せていただきます。 

 以上、議案の概要等を総括的に御説明いた

しました。詳細につきましては、担当課長か

ら御説明いたしますので、審議のほどよろし

くお願いします。 

 今後とも、土木部各事業の推進に積極的に

取り組んでまいりますので、委員各位の御支

援と御協力をよろしくお願いします。 

  

○増永慎一郎委員長 次に、付託議案につい

て、関係課長から順次説明をお願いします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 最初に、資料の確認をお願いします。 

 今回は、平成27年度補正予算関係として建

設常任委員会説明資料、資料の右上に四角囲

みで資料１としています。次に、国の経済対

策に係る建設常任委員会説明資料(別冊経済

対策分)を同じく資料２、平成28年度当初予

算関係に係る建設常任委員会資料を資料３と

し、計３冊を用意しております。また、その

他報告事項としまして、１件の報告資料を準

備しております。 

 それでは、第１号議案、第５、第６号議

案、第11号議案、２月補正について御説明さ

せていただきます。 

 まず、資料１、建設常任委員会説明資料

(平成27年度補正予算関係)の１ページ、平成

27年度補正予算(第６号)資料をお願いいたし

ます。 

 このページには、土木部全体の予算額の状

況を記載しておりますが、今回の補正予算

は、社会資本整備総合交付金事業等の国庫内

示減、国直轄事業や災害復旧事業の事業量の

確定に伴う減額補正等でございます。 

 その内訳につきましては、上の表の２段目

の今回補正額でございますが、一般会計の普

通建設事業としましては、補助事業で88億

1,437万5,000円、県単事業で２億1,854万

円、直轄事業で21億1,177万1,000円の減額を
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計上しております。 

 次に、災害復旧事業につきましては、補助

事業で８億6,092万9,000円の減額を計上して

おります。投資的経費計としましては、120

億561万5,000円の減額となります。また、消

費的経費につきましては、2,345万9,000円の

増額を計上しております。 

 一般会計計としましては、119億8,215万

6,000円の減額となります。 

 次に、その右側の特別会計ですが、投資的

経費で４億2,008万2,000円、消費的経費で１

億3,623万2,000円の減額を計上しており、合

計で５億5,631万4,000円の減額となります。 

 その右側の一般会計、特別会計を合わせた

合計の欄でございますが、125億3,847万円の

減額となります。 

 次に、２ページをお願いします。 

 平成27年度２月補正予算(第６号)総括表で

ございます。１が一般会計、２から４が特別

会計の予算総括表でございます。 

 課ごとの補正予算額とともに、右側に今回

補正額の財源内訳を記載しております。一番

下の土木部合計の欄をごらんください。今回

補正額の財源内訳として、国支出金が58億

5,727万4,000円、地方債が46億2,700万円、

その他が５億2,135万8,000円、一般財源が15

億3,283万8,000円の減額でございます。これ

は、それぞれ事業ごとの国支出金や地方債な

どの財源が確定したこと等に伴うものでござ

います。 

 以上が土木部全体の予算額の状況でござい

ます。 

 引き続きまして、３ページをお願いしま

す。 

 このページ以降、各課の補正予算の詳細を

記載しております。 

 監理課の補正予算につきまして、主なもの

について御説明させていただきます。 

 まず、２段目の職員給与費でございます。 

 職員の給与費につきましては、職員給与費

または事業費の職員給与費として、４ページ

以降全ての課に出てまいりますので、監理課

から代表して説明させていただき、各課から

の説明は割愛させていただきます。 

 職員の給与費は、当初予算の段階では、前

年度末の退職予定者を除く在職職員で年間所

要額を計算し、予算計上しているため、今回

の補正では、平成27年４月１日以降の人事異

動、組織見直し、職員の新規採用等による人

員の変動に伴う給与の増減等を計上しており

ます。 

 監理課関係分としましては3,099万8,000円

を増額しておりますが、記載しておりません

が、土木部全体では2,182万3,000円の増額と

なり、補正後の額は62億2,384万1,000円とな

ります。 

 次に、３段目の管理事務費ですが、417万

1,000円を増額しております。これは、市町

村から派遣職員の人件費負担金として531万

4,000円、宮城県等からの要請に基づく職員

の派遣に伴う諸経費として、今年度の派遣実

績に合わせて、114万3,000円を減額しており

ます。また、来る４月１日から宮城県等派遣

により生ずる職員の欠員の補塡として業務委

託を行う発注者支援業務委託について、

1,799万2,000円の債務負担行為の設定をお願

いしております。 

 次に、７段目の建設産業支援事業費でござ

いますが、440万円を減額しております。こ

れは、県内建設業者の経営基盤強化を図るた

め、新分野等へ進出する業者を支援する補助

金の実績確定に伴う減額です。 

 以上、監理課の一般会計補正額は3,105万

6,000円の増額となっております。 

 よろしくお願いします。 

（猿渡土木部長着席） 

○久保用地対策課長 用地対策課でございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上から３段目の収用委員会費につきまして
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は、収用委員会の運営に要する委員報酬です

とか、不動産鑑定物件調査等の費用を計上し

ておりますけれども、当初見込んでおりまし

た大型物件を伴う案件が任意で解決いたしま

したので、不要となった鑑定料等2,494万円

余を減額するものでございます。 

 また、５段目の土地収用法等事務費は、知

事が行う市町村事業等に対します事業認定の

手続の費用でございますが、第三者審議会、

公聴会の経費等を計上しておりますけれど

も、本年度は手続の見込みがなくなりました

ので、119万円余を減額するものでございま

す。 

 以上によりまして、最下段に記載のとお

り、用地対策課関係の補正の総額は3,028万

円余の減額となりまして、補正後の予算総額

は8,755万円余となります。 

 用地対策課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 まず、上から３段目の国直轄事業負担金で

ございますが、これは、国の事業費確定に伴

います県負担金の減によるものでございま

す。 

 次に、下から２段目の道路改築費でござい

ますが、国庫内示減によるものでございま

す。 

 なお、国道266号大矢野バイパスの三角ラ

ンプ橋上部工の債務負担行為の設定をお願い

しております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 １段目の地域道路改築費、２段目の道路計

画調査費、４段目の道路施設保全改築費、橋

梁補修分など、いずれも国庫内示減及び事業

費確定による減額でございます。 

 以上、道路整備課の補正予算額は、最下段

のとおり、44億4,800万円余の減額となりま

す。 

 道路整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 ９ページをお願いします。 

 まず、３段目の指導監督事務費、下から２

段目の道路施設保全改築費は国庫内示減で

す。 

 ４段目の国庫支出金返納金は、平成24年度

事業費確定に伴う国庫支出金の返納金です。 

 以上、道路保全課の補正予算額は、最下段

のとおり、９億3,800万円余の減額となりま

す。 

 道路保全課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○松永都市計画課長 都市計画課です。 

 11ページをごらん願います。 

 主なものを御説明いたします。 

 上から５段目の都市計画総務費ですが、13

億7,973万余の減額としています。その主な

内訳としては、市町村からの派遣職員の人件

費負担金の実績増に伴うものです。 

 次に、12ページをごらん願います。 

 １段目の連続立体交差事業と４段目の街路

整備事業及び最下段の都市公園整備事業、こ

れは、いずれも国庫内示減に伴う減額となっ

ております。 

 それと、２段目の熊本駅周辺地域鉄道高架

化基金積立金ですけれども、これにつきまし

ては、基金の積立額の確定に伴うものを計上

しております。 

 なお、最下段の都市公園整備事業の説明欄

に記載していますように、鞠智城国営公園化

ＰＲ事業につきましては、交付金事業と単県

事業合わせて1,793万円の債務負担行為の設

定をしております。 

 次に、13ページをごらん願います。 
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 ２段目の現年補助災害土木費も、国庫内示

減に伴う減額となります。 

 以上、都市計画課は、最下段のとおり、19

億4,872万余の減額となり、補正後の額とし

ては43億8,395万余となります。 

 都市計画課は以上です。 

 

○宮本下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 下水環境課は、一般会計と流域下水道事業

特別会計に分かれておりますので、まず、一

般会計から主なものについて御説明いたしま

す。 

 資料の15ページをお願いします。 

 上から４段目の農業集落排水施設整備推進

費100万円余の減は、事業費確定に伴う減で

す。 

 ５段目の団体営農業集落排水事業費1,500

万円余の減、下から２段目の漁業集落環境整

備事業費1,600万円余の減は、国庫内示減で

ございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 16ページの最下段に記載のとおり、一般会

計では3,600万円余の減となり、補正後の総

額は10億1,500万円余でございます。 

 次に、流域下水道事業特別会計について御

説明いたします。 

 17ページをお願いします。 

 上から３段目の熊本北部流域下水道管理費

1,300万円余の減は、消費税の確定に伴う納

付額の減でございます。また、下から１段目

の球磨川上流及び18ページの上から６段目の

八代北部流域下水道事業管理費の減も、同様

の内容でございます。 

 戻りまして、17ページ、３段目の右端の説

明欄をごらんください。 

 債務負担行為の補正をお願いいたしており

ます。 

 熊本北部流域下水道管理運営業務における

指定管理者委託の平成28年度の限度額につい

て、6,200万円余の増額をお願いしておりま

す。これは、合志市の西合志処理区の汚水を

４月から流域下水道へ編入予定でございまし

て、これに伴います流入量の増などによるも

のでございます。 

 18ページをお願いします。 

 上から３段目の球磨川上流流域下水道建設

費交付金事業9,000万円余の減、４段目の単

独事業700万円の減、下から２段目の八代北

部流域下水道建設費交付金事業2,100万円余

の減は、国庫内示減及び事業費確定に伴う減

でございます。 

 19ページをお願いします。 

 上から１段目の元金の300万円余の増、２

段目の利子の500万円余の減は、実績に伴い

ます起債償還の増減でございます。 

 以上、流域下水道事業特別会計で４億

4,000万円余の減となり、補正後の予算額は

29億4,800万円余でございます。 

 下水環境課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○村上河川課長 河川課でございます。よろ

しくお願いします。 

 21ページをお願いします。 

 １段目の河川海岸総務費で５億9,800万円

余を減額しております。 

 主な内訳は、上から４段目の国直轄事業負

担金で６億4,900万円余を減額しておりま

す。これは、国事業費の確定に伴う県負担金

の減額です。 

 続きまして、下から２段目の河川改良費で

17億800万円余を減額しております。 

 主な内訳は、最下段の河川改修事業費で11

億5,800万円余の減額を、また、22ページの

上から４段目の堰堤改良費で４億5,200万円

余を減額しております。これは、いずれも国

庫内示減によるものです。 

 続きまして、下から４段目の河川等補助災

害復旧費で７億7,200万円余を減額しており
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ます。 

 主な内訳は、次の段の直轄災害復旧事業負

担金で2,900万円余を増額しております。こ

れは、国事業費の確定に伴う県負担金の増で

す。 

 また、最下段の現年発生国庫補助災害復旧

費で７億4,500万円余を減額しております。

これは事業費の確定によるものです。 

 河川課の補正予算額は、23ページの最下段

のとおり、30億7,900万円余の減額となり、

補正後の合計は194億3,326万円となります。 

 河川課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 一般会計、港湾整備事業特別会計、臨海工

業用地造成事業特別会計がありますので、ま

ず、一般会計について御説明いたします。 

 25ページをお願いいたします。 

 ５段目の港湾建設費については、６段目の

重要港湾改修事業費、７段目の地方港湾改修

事業費、８段目の海岸高潮対策事業費及び最

下段の国直轄事業負担金において、国庫内示

の減及び事業費確定に伴い、５億7,170万円

余の減額補正をお願いするものです。 

 次に、26ページをお願いいたします。 

 ５段目の現年発生国庫補助災害復旧費とし

て、事業費の確定に伴い、三角港ほか２港に

おいて5,794万円余の減額を行っておりま

す。 

 以上、港湾課の一般会計の合計として、最

下段の７億5,570万円余の減額補正をお願い

するものです。補正後の港湾課計は54億8,45

4万円余となります。 

 次に、港湾整備事業特別会計について御説

明いたします。 

 27ページをお願いいたします。 

 ２段目の施設管理費として１億473万円余

の減額をお願いするものです。 

 内訳は、職員給与費の増1,897万円余、施

設管理費経常分の減１億2,371万円余となっ

ております。 

 施設管理費経常分の減額の主な理由は、八

代港における国有地の購入代金が当初見込み

よりも減額となったことによるものです。 

 また、28年度の庁舎等管理業務に関しまし

て、債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。 

 以上、港湾整備事業特別会計については、

最下段の１億1,569万円余の減額となり、補

正後の港湾課計は30億5,713万円余となりま

す。 

 次に、臨海工業用地造成事業特別会計につ

いて御説明いたします。 

 28ページをお願いいたします。 

 ２段目の漁業振興費において財源更正を行

っております。 

 港湾課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○原田砂防課長 砂防課でございます。 

 29ページをごらんください。 

 上から４段目の砂防費で２億6,100万円余

の減額を計上しております。 

 主な内容を説明します。 

 ５段目の通常砂防事業費、６段目の地すべ

り対策事業費、７段目の急傾斜地崩壊対策事

業費及び30ページ、上から２段目の火山砂防

事業費は、いずれも国庫内示の減に伴う減額

です。 

 次に、29ページの下から２段目の単県急傾

斜地崩壊対策費と30ページ、上から３段目の

土砂災害警戒避難対策事業費は、工事量の減

や執行残による事業費確定に伴う減額です。 

 29ページ最下段の国直轄事業負担金は、川

辺川流域における国直轄砂防事業費の負担金

で、直轄事業の内示減に伴う減額です。 

 次に、30ページ、１段目の国庫支出金返納

金は、国庫補助事業の精算により事業費が確

定したことに伴う国庫への返納金です。 
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 以上、砂防課の補正額は、最下段のとお

り、２億5,700万円余の減額となります。 

 砂防課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○清水建築課長 建築課でございます。 

 31ページをお願いします。 

 主なものについて御説明します。 

 ４段目の建築基準行政費、５段目の宅地開

発対策費、６段目のがけ地近接等危険住宅移

転事業費が、おのおの減額になっております

が、これらは、いずれも事業費確定に伴うも

のでございます。 

 以上、建築課の補正予算額は、最下段のと

おり、１億5,500万余の減額でございまし

て、補正後の予算額は５億2,200万円余とな

っております。 

 建築課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○深水営繕課長 営繕課でございます。 

 資料の32ページをごらんください。 

 ３段目の営繕管理費が300万円の減額とな

っておりますが、これは、事業費確定に伴う

減額によるものです。 

 以上、営繕課の補正予算額は、最下段のと

おり、824万8,000円を減額し、補正後は５億

1,311万8,000円となっております。 

 以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○上妻住宅課長 住宅課でございます。 

 33ページをお願いいたします。 

 まず、下から４段目の公営住宅ストック総

合改善事業費が３億2,300万余の減額となっ

ておりますが、これは、国庫内示減に伴うも

のでございます。 

 次に、下から２段目の高齢者向け優良賃貸

住宅供給促進事業費が4,700万円余の減額と

なっておりますが、これは、事業費の確定に

伴うものでございます。 

 以上、住宅課の補正額は、最下段のとお

り、３億6,900万余の減額となり、補正後の

予算額は16億9,800万円余でございます。 

 住宅課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 34ページをお願いします。 

 平成27年度繰越明許費でございます。 

 繰越明許費については、12月議会で承認を

いただいておりますが、土木災害復旧費にお

いて1,500万円の追加設定をお願いしており

ます。追加後の繰越設定額は348億200万円と

なっております。 

 続きまして、第19号議案２月補正経済対策

分について御説明させていただきます。 

 資料２、建設常任委員会説明資料、別冊

(経済対策分)平成27年度補正予算関係の１ペ

ージ、平成27年度２月補正予算(第７号)資

料、別冊(経済対策分)をお願いします。 

 このページは、土木部全体の予算額の状況

を記載しておりますが、今回の別冊補正予算

は、国の経済対策に伴う補正でございます。

また、今回の補正予算は、国への経済対策の

要望額をベースに計上しております。 

 １段目、補正前予算額は、先ほど説明いた

しました平成27年度２月補正、資料第６号の

12月補正前の額を計上しております。２段目

の補正額は、先ほど説明いたしました平成27

年度２月補正予算資料第６号の補正予算額を

計上しております。３段目、別冊補正額は、

今回の経済対策に係る補正予算額を計上して

おります。 

 一般会計の普通建設事業としましては、補

助事業で55億3,422万1,000円、直轄事業で11

億9,391万8,000円の増額を計上しておりま

す。 

 投資的経費計としましては、67億2,813万

9,000円の増額となります。 
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 次に、その右側の特別会計につきまして

は、今回、補正額はございません。 

 その右側の一般会計、特別会計を合わせた

合計の欄でございますが、67億2,813万9,000

円の増額となります。 

 次に、２ページをお願いします。 

 平成27年度２月補正予算(第７号)総括表、

別冊(経済対策分)でございます。１が一般会

計、２から４までが特別会計の予算総括表で

ございます。 

 課ごとの補正額とともに、右側に今回別冊

補正額の財源内訳を記載しております。 

 一番下の土木部合計の欄をごらんくださ

い。 

 今回補正額の財源内訳として、国支出金が

28億5,830万円、地方債が34億6,200万円、そ

の他が5,546万8,000円、一般財源が３億

5,237万1,000円の増額でございます。 

 以上が土木部全体の補正予算額の状況でご

ざいます。 

 監理課は以上です。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 まず、上から２段目の国直轄事業負担金で

ございますが、これは、国が行う事業費の増

に伴う県負担金の増によるものでございま

す。 

 九州中央自動車道、国道３号、南九州西回

り自動車道及び国道57号、熊本宇土道路の整

備に要する事業費の県負担金でございます。 

 続きまして、４段目の道路改築費でござい

ます。これは、国道266号大矢野バイパスに

おける新天門橋の工事促進等に要する経費で

ございます。 

 補正予算を獲得するに当たり、昨年12月15

日に、県議会と一体となりまして、チーム熊

本で要望させていただきました。また、12月

23日には、太田前国交大臣に現地を視察して

いただきました。大変にお世話になりまし

た。おかげをもちまして、20億円という大型

補正をいただくことができました。感謝申し

上げます。 

 次に、５段目の地域道路改築費でございま

すが、国道445号ほか７カ所の事業でござい

ます。 

 以上、道路整備課の補正予算額は、最下段

にありますように、補正額が44億4,800万円

余の減額、別冊補正額が30億4,200万円余の

増額となり、この結果、補正後の額は208億

8,000万円余となります。 

 道路整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課です。 

 ４ページをお願いします。 

 まず、２段目の道路施設保全改築費は、国

道387号外８カ所の防災対策に要する事業費

です。 

 以上、道路保全課の補正予算額は、最下段

のとおり、９億3,800万円余の減額分と合わ

せ、補正後の合計額は150億1,600万円余にな

ります。 

 道路保全課の説明は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○村上河川課長 河川課です。 

 ５ページをお願いします。 

 １段目の河川海岸総務費で７億円を増額し

ております。これは、国の補正予算成立を受

けて、国が行う河川改修事業の県負担金で

す。事業箇所は、白川ほか３カ所です。 

 次に、３段目の河川改良費で18億700万円

余を増額しております。 

 内訳ですが、次の段の河川改修事業費で17

億9,300万円余を計上しております。これ

は、白川ほか７カ所の河川改修工事及び河川

監視カメラの設置費用です。 

 次の段の堰堤改良費で1,400万円余を計上
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しております。これは、市房ダムの設備更新

を行うものです。 

 河川課の補正後の予算額は、最下段のとお

り、219億4,108万1,000円となります。 

 河川課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 １段目の港湾建設費として、２段目の国直

轄事業負担金において、八代港における国直

轄事業の増額に伴う負担金の増額２億7,325

万円の増額補正をお願いするものです。 

 補正後の港湾課計は、最下段の57億5,779

万円余となります。 

 港湾課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○原田砂防課長 砂防課でございます。 

 ７ページをごらんください。 

 砂防費の経済対策分として、５億8,400万

円余の増額を計上しています。 

 内訳としましては、２段目のほうに国直轄

事業の経済対策補正に伴う負担金と３段目の

土砂災害防止法に係る土砂災害警戒区域等の

28年度末指定完了に向けた基礎調査費とし

て、土砂災害警戒避難対策事業費の増額で

す。 

 なお、土砂災害警戒区域等の指定に係る基

礎調査は、この費用で完了予定です。 

 最下段をごらんください。 

 砂防課の通常分と経済対策分を合わせた補

正後の予算額は88億3,900万円余となりま

す。 

 砂防課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 平成27年度繰越明許費、別冊(経済対策分)

についてでございます。 

 さきに御説明いたしました資料１の追加設

定に加え、国の経済対策に伴う２月補正予算

について、築堤工期の確保が困難であること

などから、直轄事業負担金を除く55億3,422

万1,000円の追加設定をお願いしておりま

す。追加設定後の繰越設定額は403億3,622万

1,000円となっております。 

 以上で平成27年度補正予算の説明を終わり

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部の説明が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 ただいまの説明について質疑はありません

か。 

 

○ 委員 ちょっと基本的なことの質

問になって恐縮なんですけれども、国庫内示

減というのがかなりあったと思うんですけれ

ども、この国庫内示減で、これは例年どおり

なのか、もしくは影響があるのかないのか、

教えてください。 

 

○成富監理課長 国庫内示減については、大

体例年国の予算を最大限確保するために、内

示減を見込んで、県の予算の編成方針の範囲

内でできるだけ要求している状況でございま

して、例年大体このぐらい、100億ぐらいの

減額になっております。 

 以上でございます。 

 

○ 委員 了解です。 

 

○森浩二委員 これに直接は関係ないんです

けれども、この前ちょっと聞いたんですが、

沿岸道路の補正で福岡県についた、福岡県

側。調べとらぬですか。 

 

○宮部道路整備課長 済みません、確認して
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おりません。申しわけございません。 

 

○森浩二委員 会議にも出ぬだったですか、

そういう話は。 

 

○宮部道路整備課長 この間の会議の中では

出ませんでした。 

 

○森浩二委員 調べとってください。結局

は、荒尾まで福岡の予算ですっとでしょう。

だけん、あっち補正ついとるなら、用地買収

とか何かかかってくっとじゃないか。 

 

○宮部道路整備課長 確認しときます。そし

てまた、御報告いたします。 

 

○増永慎一郎委員長 いいですか。 

 

○森浩二委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほか、ございません

か。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 なければ、これで質疑

を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第５号、第６号、第11号、第19

号について、一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認め、一

括して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号外４件は、原案のと

おり可決することに決定いたしました。 

 次に、平成28年度当初予算及びその他の議

案について、関係課長から順次説明をお願い

します。 

 

○成富監理課長 次に、資料３、建設常任委

員会説明資料、平成28年度当初予算関係・条

例等関係をお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 平成28年度当初予算資料でございます。 

 当初予算につきましては、知事選の関係か

ら骨格予算となっております。 

 土木部の当初予算総額は、最上段の右端の

合計欄に記載しておりますとおり、449億

2,262万2,000円で、対前年度比49.2％となっ

ております。 

 その内訳としましては、左から、一般会計

の普通建設事業につきましては、補助事業が

187億4,693万6,000円、県単事業が76億1,064

万6,000円となっております。 

 次に、災害復旧事業につきましては、補助

事業が16億8,190万円、県単事業は１億円と

なっております。 

 投資的経費計としましては281億3,948万

2,000円で、対前年度比37.7％となります。 

 次に、消費的経費につきましては99億

1,731万5,000円で、対前年度比98.5％となり

ます。 

 一般会計計としまして380億5,679万7,000

円で、対前年度比44.9％となります。 

 次に、その右の特別会計につきましては、

港湾整備事業特別会計、臨海工業用地造成事

業特別会計、流域下水道事業特別会計の３つ

の特別会計の合計としまして、投資的経費が

14億7,149万7,000円、消費的経費が53億

9,432万8,000円となっております。特別会計

計としまして68億6,582万5,000円で、対前年

度比103.8％となります。 

 一般会計及び特別会計の合計としまして

は、右端の合計欄のとおり、449億2,262万

2,000円となっております。 

 次に、２ページをお願いします。 

 平成28年度予算総括表でございます。 
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 一般会計及び特別会計ごとに、課ごとの本

年度当初予算額、前年度当初予算額、比較増

減額及び右側に本年度当初予算額の財源内訳

を記載しております。 

 表の最下段の土木部合計の欄でございます

が、国支出金が110億3,248万6,000円、地方

債が140億3,240万円、その他が102億6,529万

2,000円、一般財源が95億9,244万4,000円と

なっております。 

 以上が土木部全体の予算額の状況でござい

ます。 

 次に、３ページをお願いします。 

 このページ以降、各課の当初予算の詳細を

記載しております。 

 監理課の予算につきまして、主なものにつ

いて御説明させていただきます。 

 まず、１段目の職員給与費でございます。 

 職員の給与費につきましては、２月補正予

算と同様に、職員給与費または事業費の職員

給与費として、４ページ以降、全ての課に出

てまいりますので、監理課から代表して説明

させていただき、各課からの説明は割愛させ

ていただきます。 

 監理課関係分としましては５億3,119万円

を計上しておりますが、記載しておりません

が、土木部全体では60億5,462万8,000円を計

上しております。 

 次に、３段目の土木業務推進費でございま

すが、475万円を計上しています。これは、

土木部政策調整事業に要する経費でございま

す。 

 次に、４段目の管理事務費でございます

が、3,671万6,000円を計上しております。こ

れは、宮城県等からの要請に基づく職員の派

遣に伴う代替職員の確保等に要する経費等で

ございます。 

 次に、６段目の公物・広告物管理指導費で

ございますが、5,666万2,000円を計上してお

ります。これは、各広域本部・地域振興局土

木部所管の公物・広告物管理、指導に要する

経費でございます。 

 ４ページをお願いします。 

 一番下の項目の建設産業支援事業費でござ

いますが、1,761万6,000円を計上していま

す。これは、新分野進出に要する経費、建設

業者法令遵守対策事業等に要する経費、建設

産業イメージアップ戦略に要する経費を計上

しております。 

 以上、監理課の一般会計の予算額は、合計

で７億6,699万2,000円でございます。 

 監理課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○久保用地対策課長 用地対策課でございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ３段目の収用委員会費につきましては、７

名の委員の報酬ですとか、委員会が実施する

不動産鑑定等の費用でございますけれども、

来年度は、主に国事業におきまして大型物件

を伴う収用案件が大きく増加する見込みのた

め、鑑定費用等を2,200万円余増額しており

ます。 

 次に、４段目の登記事務費は、過年度に取

得した用地の登記促進に要する経費、また、

５段目の土地収用法等事務費は、市町村事業

などの事業認定の手続に要する第三者審議会

の委員報酬ですとか公聴会等の経費を計上し

ております。 

 以上により、最下段に記載のとおり、職員

給与費と合わせまして、一般会計予算額の合

計は１億3,600万円余となります。 

 用地対策課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○緒方土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 ６ページをお願いします。 

 主な事業について御説明をいたします。 

 まず、上から３段目の土木業務推進費とし
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て1,700万円余を計上しております。これ

は、土木部職員の技術力向上を図るための研

修負担金及び県内建設技術者育成のための建

設業に関する技術、業務に関する研修委託費

でございます。 

 次に、下から２段目の土木行政情報システ

ム費として7,600万円余を計上しておりま

す。これは、土木の発注、施工及びこれらの

進行管理に必要な土木積算システム、工事進

行管理システム、電子納品・情報交換共有シ

ステムに関する維持管理費でございます。 

 以上、最下段のとおり、土木技術管理課の

平成28年度当初予算は２億1,400万円余でご

ざいます。 

 土木技術管理課は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 下から３段目の道路改築費でございます

が、説明欄のとおり、地域高規格道路の熊本

天草幹線道路整備に要する経費でございま

す。 

 続きまして、単県道路改築費でございます

が、山都町の県道河内矢部線ほか89カ所で整

備を予定しております。 

 続きまして、最下段の地域道路改築費でご

ざいますが、国道については、国道325号ほ

か11カ所、県道では、南小国上津江線ほか72

カ所について整備を予定しております。 

 また、債務負担行為の設定を２つお願いし

ております。 

 １つ目は、県道外牧大林線の代官橋でござ

います。 

 続きまして、８ページをお願いいたしま

す。 

 １段目ですが、２つ目の債務負担行為の設

定は、庁舎自動車賃借でございます。これ

は、経費の縮減及び業務の効率化を図るた

め、鹿本地域振興局土木部で使用する庁用自

動車を試験的にリース化するものでございま

す。 

 続きまして、３段目の単県幹線道路整備特

別事業費でございます。これは、熊本天草幹

線道路、熊本阿蘇幹線道路、南関インター荒

尾・長洲幹線道路の３路線を重点的に整備す

るための経費でございます。 

 次に、４段目の道路施設保全改築費、橋梁

補修分でございます。これは、老朽化した橋

梁の補修、補強等のための事業費で、国道21

9号、竹の谷橋ほか35カ所の整備を予定して

おります。 

 次に、下から２段目の単県橋りょう補修費

でございます。これは、橋梁の比較的小規模

な補修、補強のための事業費で、県道稲佐津

留玉名線、玉名橋ほか16カ所を予定しており

ます。 

 道路整備課の平成28年度当初予算額は、次

のページの９ページの最下段でございます

が、82億9,000万円余となります。 

 道路整備課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課です。 

 11ページをお願いします。 

 主なものについて説明します。 

 まず、３段目の道路管理費は、道路損害賠

償責任保険などの管理事業や道路台帳補正な

どの道路調査事業及び県民による道路美化活

動などを支援するロードクリーンボランティ

アに要する経費です。 

 次に、下から３段目の単県道路災害防除費

につきましては、落石対策等の防災対策工事

に要する事業費です。 

 下から２段目の単県道路修繕費は、道路パ

トロールや街路樹の剪定、除草及び施設修繕

などを行うための事業費です。 

 次に、12ページをお願いします。 

 ４段目の道路施設保全改築費は、道路防災
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施設整備、交通安全施設等整備、舗装補修な

どを行うための事業費です。 

 以上、最下段に示すとおり、道路保全課の

平成28年度当初予算総額は92億2,900万円余

となります。 

 道路保全課の説明は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○松永都市計画課長 都市計画課です。 

 説明資料の13ページをごらん願います。 

 ３段目の景観整備費として3,300万円余を

計上していますが、これは、緑化景観対策や

民間施設等の緑化推進などを行うものです。 

 次に、５段目の都市計画総務費として20億

4,500万円余を計上しています。その主な内

訳としましては、最下段の公園維持費として

１億6,100万円余を計上していますが、これ

は、テクノ中央緑地や水俣広域公園等の指定

管理者への委託費です。 

 次に、14ページをごらん願います。 

 ４段目の都市計画調査費として4,000万円

余を計上していますが、これは、都市計画の

変更等に向けた調査、検討を行うための経費

です。 

 ５段目の連続立体交差事業費として16億

4,900万円を計上していますが、これは、Ｊ

Ｒ鹿児島本線等の高架化工事費用のうち、第

１・四半期までの執行に必要な経費を計上し

ています。 

 ７段目の街路事業費として３億8,900万円

余を計上しています。その主な内訳としまし

ては、最下段の街路整備事業費として、長洲

玉名線におけるＪＲ鹿児島本線の跨線橋工事

に要する経費３億7,300万円余を計上してい

ます。 

 次に、15ページをごらん願います。 

 ２段目の都市公園整備事業費として４億

4,700万円余を計上しています。これは、説

明欄に記載していますように、鞠智城の国営

公園化を推進するためのＰＲ事業や都市公園

の改修等を行うものです。 

 以上、都市計画課は、最下段のとおり、30

億4,900万円余を計上しています。 

 都市計画課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○宮本下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 まず、一般会計から主なものにつきまして

御説明いたします。 

 17ページをお願いいたします。 

 一般会計の当初予算では、主に生活排水対

策に係る普及啓発や維持管理、指導などに要

する事務経費と、市町村実施事業に対します

国からの交付金を一旦県が受け入れて再交付

します間接補助事業費の費用を計上しており

ます。 

 事務経費としまして、上から２段目の公害

防止指導費200万円余、４段目の一般廃棄物

等対策費100万円余を計上しております。 

 18ページをお願いします。 

 間接補助事業の費用につきましては、上か

ら２段目の団体営農業集落排水事業費4,200

万円余と、上から６段目の漁業集落環境整備

事業費4,300万円余を計上しております。 

 19ページをお願いします。 

 上から４段目の流域下水道事業特別会計繰

出金３億6,900万円余は、流域下水道事業特

別会計における公債費などの財源充当のため

の繰出金でございます。 

 以上、一般会計の合計は、最下段に記載の

とおり、５億6,800万円余でございます。 

 次に、流域下水道事業特別会計について御

説明いたします。 

 20ページをお願いします。 

 県では、３カ所の流域下水道事業に取り組

んでおりますが、まず、熊本市、合志市、菊

陽町を対象とします熊本北部流域下水道事業

としまして、３段目に下水処理を行うための

維持管理費９億7,100万円余を計上しており
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ます。 

 また、右側の説明欄でございますが、地方

公営企業法を適用するための事業費の債務負

担行為の設定をお願いしております。 

 なお、当該費用につきましては、３カ所の

流域下水道分をまとめて予算措置しておりま

す。 

 上から６段目の熊本北部流域下水道建設費

(交付金事業)として３億4,600万円余を計上

しております。これは、処理場の耐震対策及

び長寿命化計画基礎調査などを行うもので

す。 

 次に、あさぎり町など上球磨の４町１村を

対象とします球磨川上流流域下水道事業の維

持管理費につきまして、下から２段目に２億

3,900万円余を計上しております。 

 21ページをお願いいたします。 

 上から２段目に同じく球磨川上流の建設費

(交付金事業)として１億7,100万円余を計上

しております。これは、処理場の耐震対策、

長寿命化計画基礎調査を予定しております。 

 次に、八代市、宇城市、氷川町を対象とし

ます八代北部流域下水道事業の維持管理費に

つきまして、上から５段目に２億7,400万円

余を計上しております。 

 下から３段目に、同じく八代北部の建設費

(交付金事業)として、全体計画の見直し及び

長寿命化計画策定業務の委託費など6,100万

円、下から２段目に、建設費(単独事業)とし

て、事業計画見直し業務など4,000万円余を

計上しております。 

 22ページをお願いいたします。 

 上から１段目、２段目は公債費でございま

す。起債償還の元金５億7,400万円余、利子

１億4,100万円余を計上しております。 

 上から４段目の一般会計繰出金の700万円

余は、熊本北部浄化センターで発電した電気

が持っておりますグリーン電力価値の売却益

の一部などを一般会計へ繰り出すものでござ

います。 

 以上、流域下水道事業特別会計では、最下

段に記載のとおり、28億6,800万円余を計上

しております。 

 下水環境課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○村上河川課長 河川課でございます。 

 23ページをお願いします。 

 まず、１段目の河川海岸総務費で20億200

万円余を計上しております。 

 主な内訳は、上から６段目の河川海岸維持

修繕費で３億6,000万円を計上しておりま

す。これは、河川及び海岸施設の維持補修に

係る費用です。 

 次に、下から２段目の河川掘削事業費で２

億3,000万円余を計上しております。これ

は、河川の堆積土砂の掘削を行う費用です。 

 最下段のダム管理運営費で２億7,400万円

余を計上しております。これは、市房ダムな

ど、土木部が管理する６つのダムの管理運営

費用です。 

 続きまして、24ページをお願いいたしま

す。 

 ３段目の河川改良費で41億1,800万円余を

計上しております。 

 主な内訳は、次の段の河川改修事業費で13

億100万円余を計上しております。これは、

交付金事業で白川ほか11カ所の改修費用で

す。 

 その次の段の河川激甚災害対策特別緊急事

業費で21億4,800万円余を計上しておりま

す。これは、熊本広域大水害で被災した白川

と黒川の家屋浸水被害の軽減対策の費用で

す。 

 次に、下から２段目の堰堤改良費で２億80

0万円余を計上しております。これは、市房

ダムの設備更新と総合的な施設点検を行うも

のです。 

 続きまして、25ページをお願いします。 

 ４段目の海岸保全費で１億4,300万円余を
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計上しております。これは、海岸保全施設の

整備や海岸堤防等の老朽化対策の費用です。 

 続きまして、下から３段目の水防費で

3,100万円余を計上しております。これは、

水位計や雤量計など、水防観測機器の運用、

保守点検の費用です。 

 続きまして、26ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の河川等補助災害復旧費で16億

8,100万円余を計上しております。これは、

平成26年、27年に発生した公共土木施設災害

の復旧費用及び今年度分は災害発生後直ちに

対応するための待ち受け費用です。 

 続きまして、４段目の河川等単県災害復旧

費で１億円を計上しております。これは、災

害復旧に必要となる調査、測量、設計費で

す。 

 以上、平成28年度河川課の当初予算の合計

は、最下段のとおり、80億7,766万8,000円と

なります。 

 河川課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 27ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計について御説明いたしま

す。 

 ４段目の海岸諸費ですが、これは、排水施

設等の海岸施設の維持管理費で1,227万円余

を計上しております。 

 28ページをお願いいたします。 

 ２段目の単県港湾修築事業費は、港湾施設

維持管理計画に基づき、老朽化した港湾施設

の修築を行うもので6,542万円余、６段目の

港湾環境整備事業費は、熊本港においてしゅ

んせつ土砂の処分場を整備するもので２億

2,880万円、７段目の単県港湾整備事業費

は、長洲港ほか４港において泊地や航路のし

ゅんせつ事業を行うもので６億円、また、下

から２段目の港湾補修事業費は、八代港ほか

６港において港湾施設の改良、補修等を行う

もので５億9,710万円余です。 

 次に、29ページをお願いいたします。 

 １段目の空港管理費として２億7,107万円

余を計上しております。これは、空港管理、

運用、空港消防、気象観測など、天草空港の

管理運営費として２億707万円余、老朽化し

た設備修繕や機器の更新などの修繕費として

6,400万円です。 

 次に、４段目の港湾整備事業特別会計繰出

金は、港湾整備事業特別会計における起債償

還の財源に充てるための一般会計からの繰出

金として11億8,272万円余を計上しておりま

す。 

 以上、港湾課の一般会計として、最下段の

とおり、32億6,475万円余を計上しておりま

す。 

 続きまして、30ページをお願いいたしま

す。 

 港湾整備事業特別会計について御説明いた

します。 

 １段目の施設管理費として６億2,453万円

余を計上しております。これは、２段目の各

港の管理事務所等における施設管理費として

４億3,723万円余、前年に対し減額となって

おりますのは、前年は、八代港における国有

地の購入費として２億8,500万円余を計上し

ていたためでございます。 

 また、３段目の施設の維持管理費として１

億8,729万円余でございます。 

 次に、４段目の港湾整備費として６億

1,500万円を計上しております。これは、５

段目の県管理港湾施設整備事業費として、八

代港における物流拠点の機能向上を図るた

め、26年度から29年度までの計画で実施して

おりますガントリークレーンの設置と、今後

予定しているコンテナターミナル整備の詳細

設計に要する費用でございます。前年に対し

増額となっておりますのは、債務を設定して

おり、平成28年度は、本体製作、軌道及び受
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変電設備等の設置を行うためでございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 以上、港湾整備事業特別会計については、

最下段のとおり、39億4,731万円余を計上し

ております。 

 続きまして、臨海工業用地造成事業特別会

計について御説明いたします。 

 32ページをお願いいたします。 

 １段目の熊本港臨海用地造成事業費として

5,000万円を計上しております。これは、熊

本港周辺海域における漁業の振興を図るた

め、漁協が行う稚魚の放流や漁場整備等に対

し補助するものです。 

 以上、臨海工業用地造成事業特別会計につ

いては、最下段のとおり、5,000万円を計上

しております。 

 港湾課は以上です。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○原田砂防課長 砂防課でございます。 

 33ページをお願いします。 

 上から４段目の砂防費として、合計で20億

100万円余を計上しております。 

 主な事業を御説明いたします。 

 まず、上から５段目の通常砂防事業費で１

億6,200万円余を計上しておりますが、これ

は、八代市の鎌瀬川ほか９カ所の砂防堰堤な

どの整備費でございます。 

 ６段目の地すべり対策事業費で３億2,000

万円余を計上しておりますが、これは、御船

町間所地区ほか５カ所の地すべり対策費で

す。 

 次に、下から３段目の急傾斜地崩壊対策事

業費で６億6,700万円余を計上しておりま

す。これは、山都町小ヶ蔵地区ほか26カ所の

擁壁工などの整備費です。 

 下から２段目の単県砂防事業費で6,200万

円余を計上しておりますが、これは、国庫補

助事業の対象とならない小規模かつ緊急に施

工する必要がある箇所の砂防設備の整備費で

す。 

 次に、34ページをお願いします。 

 ２段目の砂防調査費で9,700万円を計上し

ておりますが、これは、砂防事業や急傾斜地

崩壊対策事業の国庫補助事業採択に向けた事

前調査費などでございます。 

 下から４段目の火山砂防事業費で４億

8,000万円余を計上しておりますが、これ

は、阿蘇市浜宮川ほか22カ所の火山地域にお

ける砂防堰堤等の整備費です。 

 次に、35ページをお願いします。 

 最上段の砂防設備等緊急改築事業費で１億

3,800万円余を計上しております。これは、

砂防設備や急傾斜地崩壊対策施設等の長寿命

化計画策定に係る費用です。 

 以上、最下段とおり、砂防課の平成28年度

当初予算は24億3,800万円余を計上しており

ます。 

 砂防課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○清水建築課長 建築課でございます。 

 37ページをお願いします。 

 ３段目のくまもとアートポリス推進費でご

ざいますが、600万円余を計上しておりま

す。これは、アートポリス事業の運営、企画

等に要する経費でございます。 

 ５段目の建築基準行政費でございますが、

4,600万円余を計上しております。これは、

建築基準の指導及び建築物の防災対策を推進

するための経費等でございます。 

 最下段のがけ地近接等危険住宅移転事業費

でございますが、200万円余を計上しており

ます。これは、がけ地近接等危険住宅移転事

業を実施する市町村に対する補助を行うもの

でございます。 

 次の38ページをお願いします。 

 １段目の市街地環境整備促進費でございま

すが、4,600万円余を計上しております。こ

れは、民間建築物のアスベスト改修を促進す
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るため、既存建築物に関する実態調査を含め

たデータベースの整備等に要する経費でござ

います。 

 以上、建築課分としまして、最下段のとお

り、４億7,300万円余を計上しております。

 建築課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○深水営繕課長 営繕課でございます。 

 39ページをごらんください。 

 ３段目の営繕管理費でございますけれど

も、２億2,010万6,000円を計上しておりま

す。これは、外壁や防水改修などの小規模な

工事で、県有施設の保全改修等に要する費用

です。 

 以上、営繕課分としましては、最下段のと

おり、３億8,462万3,000円を計上しておりま

す。 

 営繕課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○上妻住宅課長 住宅課でございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 ３段目の公営住宅維持管理費として８億

1,000万円余を計上しております。これは、

県営住宅の維持管理に要する経費でございま

して、指定管理者への委託料や市町村交付金

などでございます。 

 次に、下から４段目の住宅建設費でござい

ますが、２億500万円余を計上しておりま

す。 

 主なものですが、42ページをお願いいたし

ます。 

 １段目の公営住宅ストック総合改善事業費

として2,800万円余を計上しております。こ

れは、県営住宅の長寿命化を図り、有効活用

するための住戸改善、外壁改修、屋根防水改

修に要する経費でございますが、骨格予算の

ため、設計費のみを計上しております。 

 次に、３段目の高齢者向け優良賃貸住宅供

給促進事業費として１億6,700万円余を計上

しております。これは、高齢者向け住宅に対

する家賃補助や整備費補助に要する経費でご

ざいます。 

 以上、住宅課の平成28年度当初予算額は、

最下段のとおり、11億6,200万円余でござい

ます。 

 住宅課は以上です。 

 よろしくお願いします。 

 

○清水建築課長 建築課でございます。 

 同じ資料の43ページをお願いします。 

 議案第62号熊本県宅地建物取引業審議会設

置条例を廃止する条例についてでございます

が、44ページの概要により御説明いたしま

す。 

 宅地建物取引業審議会は、知事の諮問を受

け、宅建業者等の免許取り消し等の処分につ

いて審議する機関でございます。 

 本審議会につきましては、監督処分基準の

標準化等を図ったことから、昨年度以降審議

会を開催していない状況であり、また、全国

の都道府県における設置率も約23％まで低下

してきている状況です。 

 今回、従前の基準を適用する経過措置期間

が終了することなどから、平成28年４月１日

をもって審議会を廃止することとしたもので

ございます。 

 次に、45ページをお願いします。 

 議案第63号熊本県建築審査会条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます

が、46ページの概要により御説明いたしま

す。 

 これは、いわゆる第５次地方分権一括法の

施行に伴う建築基準法の一部改正に伴い、建

築審査会委員の任期の規定が条例に委任され

ることから、関係規定を整備するものでござ

います。 

 なお、条例化に当たっては、法律で国が示

した基準を参酌することとされております
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が、この参酌基準は、現行法の内容と同じに

なっています。 

 今回の条例改正では、委員の任期について

現行法での運用で特に支障がなかったことか

ら、国が示した参酌基準と同一の内容として

おります。 

 なお、この条例の施行日につきましては、

改正建築基準法の施行日に合わせ、平成28年

４月１日としております。 

 建築課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○高永道路保全課長 条例等関係について、

第72号議案から第75号議案までの４件を提出

しております。 

 まず、資料47ページの第72号議案の県道の

路線認定に関する議案でございます。 

 詳細につきましては、右ページの概要にて

説明します。 

 まず、１の提案理由は、道路法の第７条２

項の規定により、議会の議決を経る必要があ

るためです。 

 次に、２の(1)路線の概要は、路線名を氷

川八代線、起点を八代郡氷川町、終点を八代

市とし、総延長は約21.4キロメートルです。 

 (2)の法令上の根拠は、道路法第７条第１

項６号に規定する地方開発のために特に必要

な道路に該当します。 

 次に、(3)の認定の必要性については、お

手元にお配りしているＡ３判の図面を使って

説明いたします。 

 一般国道３号の整備の進展や宇城氷川スマ

ートインターチェンジの開通と、それに連結

する宇城市道、氷川町道の整備に伴い、交通

の流れが一般国道３号へ転換している状況を

踏まえ、路線の再編の観点から、現在の一般

県道小川八代線の起点を宇城市小川町から氷

川町に変更するためです。 

 拡大図のオレンジ色の点線の上端が県道小

川八代線の起点で、下端西側の国道３号大野

交差点が変更後の起点となります。 

 なお、この起点の変更により、オレンジ色

の点線の範囲約1.4キロメートルを宇城市及

び氷川町に引き継ぎます。 

 拡大図の左下を見ていただきたいのです

が、新しい起点である大野交差点から氷川町

道約0.1キロメートルを経由し、オレンジ色

実線区間である県道小川八代線約21.3キロメ

ートルを合わせた21.4キロメートルを一般県

道氷川八代線として認定するものです。 

 位置図にオレンジ色の実線で認定路線の区

間を表示しております。 

 この手続は、路線の起点が変わる場合は、

旧路線を廃止して、新たな起点から新路線を

認定するとの国の通達に従って実施するもの

で、新たな県道をつくるものではありませ

ん。 

 県道小川八代線の路線廃止については、次

の第73号議案を提出しております。 

 それでは、資料49ページ、第73号議案を右

ページの概要にて説明いたします。 

 １の提案の理由は、路線廃止を行うために

は、道路法第10条第３項の規定により、議会

の議決を経る必要があるためです。 

 ２の(1)路線の概要は、路線名は小川八代

線、起点は下益城郡小川町、現宇城市小川町

で、終点は八代市です。総延長は約22.7キロ

です。 

 (2)廃止の必要性は、第72号議案であわせ

て説明しておりますので、省略します。 

 次に、資料の51ページの第74号議案でござ

いますが、詳細は、右ページの概要にて説明

します。 

 本件は、平成27年10月15日午後８時ごろ、

球磨郡あさぎり町免田東におきまして、和解

の相手方が一般国道219号の道路予定区域を

夜間に歩行中、同所に残っていた看板のコン

クリート基礎部分につまずき、転倒し、顔面

等を負傷したものであります。 

 この道路予定区域とは、用地買収済みの道
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路区域のうち、供用開始前の区域を言いま

す。 

 また、この箇所は、工事発注前でございま

した。 

 この事故への賠償の考え方につきまして

は、障害物の視認性は極めて低い状況ではあ

ったものの、歩行者が前方を注視するなどし

て歩行していれば、本件事故を回避すること

は不可能であるとまでは言えないことを考慮

して、治療費等の９割に当たる11万4,035円

を賠償しております。 

 次に、資料の53ページの75号議案でござい

ますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成27年11月28日午前７時30分ご

ろ、八代市鏡町両出の主要地方道八代鏡線

で、和解の相手方が所有する普通乗用自動車

が進行中、車道に設置されていた舗装起終点

標示板上を通過した際、道標示板がはね上が

り、左後輪がパンクするなどしたものであり

ます。 

 なお、この舗装起終点標示板とは、約20セ

ンチ四方、厚みが約１センチの鋼鉄製プレー

トで、舗装の施工年度や施工業者名等を記載

したものです。 

 この事故への賠償の考え方につきまして

は、運転者が事前に本件を予見し、回避する

ことは困難であることを考慮して、自動車の

修理額の全額に当たる６万9,149円を賠償し

ております。 

 道路保全課の説明は以上でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

○成富監理課長 55ページをお願いいたしま

す。 

 報告第３号専決処分の報告についてでござ

います。 

 職員に係る交通事故の和解、損害賠償額の

決定について、地方自治法第180条第１項の

規定により行いました専決処分の報告でござ

います。 

 詳細につきましては、56ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事故は、平成27年８月７日午後３時35

分ごろに熊本市月出３丁目地内で発生したも

ので、相手方の示談交渉の結果、県の過失

100％で合意し、損害賠償額は103万8,736円

でございます。 

 事故の状況といたしましては、建築課職員

が、国体道路を公用車で走行中、信号停車し

た前方の相手車両に気づくのがおくれ、追突

したものでございます。 

 今回は、人身分のみの和解の報告であり、

物的損害については、平成27年12月議会で既

に和解の報告をしております。 

 職員の交通事故防止、交通違反防止につき

ましては、これまでも研修等において注意喚

起を行っておりますが、さらに徹底を図るよ

う取り組んでまいりたいと考えております。 

 監理課からの説明は以上です。 

 以上で、平成28年度当初予算、その他議案

の説明を終わります。 

 

○増永慎一郎委員長 執行部の説明が終わり

ましたので、質疑を受けたいと思いますが、

ただいまの説明について質疑はございません

か。 

 

○城下広作委員 ちょっと３つほど聞きたい

と思います。 

 まず、14ページの単県街路促進事業とか街

路整備事業があるんですけれども、街路樹に

関してですが、例えば、これは街路樹の分の

も事業の分にあるんで、いわゆる植樹帯に、

わざわざここに街路樹を植栽しなくてもいい

ようなところがあるんだけれども、そういう

のは、ずっと、現在のとおり、ちゃんと歩道

を設けたら必ず街路樹を設けるという形、こ

れをずっとやっているのか、場合によって

は、交差点の近くなんかは、逆に言えば、も

う街路樹の植栽は遠慮したほうがいいと。既
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存のものでも切ったほうがいいとか、こうい

うふうなことはちょっと考えるようなことが

あっているのかをちょっと確認したいと思い

ます。 

 

○松永都市計画課長 都市計画課です。 

 うちのほうは都市計画道路のほうを担当し

ていますので、そちらの観点を御説明したい

と思うんですけれども、まず、この街路樹の

役割、多分城下委員も御存じかと思うんです

けれども、いろんな緑陰であるとか、あと

は、横断防止であるとか景観上の問題とか、

いろんなそういうものに対応する役割はあり

ます。 

 以前、やっぱりお金が潤沢にあるころは、

緑の３倍増計画があるように、精いっぱい緑

化を推進してきたんだけれども、やはりいろ

んな課題が出てきたと同時に、財政的にも管

理費が非常に莫大になる。当然植樹をしたら

大きくなってくると。そういう観点で、近年

は、やはり単に街路樹を植えるんじゃなく

て、適宜、その沿道の利用状況、例えば商店

であれば、やっぱり街路樹は邪魔になりま

す。一方で、交差点では、視距の確保という

観点で、それは街路樹はあんまり好ましくな

い。そういうふうな形で、あと、維持管理の

ことを考えて、低木をやめて、植樹帯によっ

ては植樹桝にするとか、いろんな適宜、その

沿道の利用状況とかを勘案しながら対応して

いるといった状況です。 

 

○城下広作委員 大体そういうふうにやって

もらいたいと思うんですけれども、明らか

に、山に、いわゆる地方の通っている県道

で、両サイド、もう濃い山、そして、それに

立派な歩道があって街路樹と。これはどう見

たって、もう周りに十分緑の木があるのに、

あえて歩道に、わざわざ歩道を狭くして街路

樹を確保しなきゃいけないと。昔は、我々も

そうしなきゃいけないと設計では習っている

んですけれども、果たしてそれが本当にどう

なのかなと。まあ、二酸化炭素の吸収とかも

いろいろそういうのもあったりとかして、だ

けど、標識も場合によっては見えないような

形に視距を妨げるとか、特に交差点なんか

は、余計に絶対ないほうがいいというのがた

くさん見受けられるものですから、そんなこ

とをしっかり考えて、低木に。最近は、高木

の木で、ほとんど舗装を盛り上げて、歩道の

でこぼこをもっと助長するような形、これで

メンテナンスもかなりかかると。あれで結構

高齢者の方がつまずくと、歩道が盛り上がっ

て、というような苦情もあるもんですから、

この辺はよく考えていける分もあるんじゃな

いかなというふうに思いますので、ぜひお願

いいたしたいと思います。 

 済みません、ついでによろしいでしょう

か。 

 次は、18ページの下水環境なんですけれど

も、ここで農業集落排水施設の整備推進費と

いうのが、これは今回はゼロなんですね。こ

れは、もう要らないということなのか、これ

が計上されてない理由をちょっと確認したい

と思います。 

 

○宮本下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 この推進費は、前年度に事業を行いました

ものの6.5％を補助するという費用になって

おりますので、骨格のほうでは計上いたして

ないという状況でございます。 

 

○城下広作委員 了解です。わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○城下広作委員 了解でございます。 

 まだもういっちょ、委員長、よろしいです

か、済みません。 

 28ページ、単県港湾整備事業の部分で、長
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洲港の部分ほか４港とか、熊本港とかあるん

ですけれども、これはしゅんせつした土砂の

処理というのはどういうふうにしているの

か、しゅんせつの仕方、それと、しゅんせつ

されたものはどういうふうに、どこで、どう

いう処理されているのかをもう一回確認させ

てください。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 今回、単県港湾整備事業におきましては、

熊本港、河内港、百間港、長洲港、八代港の

しゅんせつ事業でございます。 

 土砂の処分につきましては、熊本港におき

ましては、夢咲島の廃棄物処理場がございま

す。そちらのほうで、自港で処分しておると

ころでございます。 

 また、八代港におきましても、加賀島さ３

工区で土砂処分場を整備しております。そこ

で受け入れをしておるところでございます。 

 残り、長洲港、百間港、河内港につきまし

ては、自港で覆砂の基盤材として有効活用す

るなど、自港での処理を進めるとともに、処

理できないものについては、八代港での処分

をする計画としております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 もうちょっと具体的に。と

ったいわゆる粘着といいますかね、潟ですか

ら。これを、例えば熱処理する部分とか埋め

立てでする部分とか、それをちょっと――水

を分離するとか、もっと詳しく。 

 

○平山港湾課長 基本的には、今回しゅんせ

つした土砂につきましては、そのまま八代港

の土砂処分場であったり、熊本港の土砂処分

場にそのまま搬入といいますか、搬出をして

おります。 

 ただ、長洲港におきましては、一部有効活

用できる土砂、しゅんせつ土砂がございます

ので、そのまま覆砂の基盤材として有効活用

しておるところでございます。 

 

○城下広作委員 今、何で確認したかといい

ますと、有明、八代から再生で大量の土砂が

出ると。これを除去しなきゃいけない。これ

をどこに持っていくか、どういう処理をする

かというのが非常に大きな課題で、量も莫大

で、それが単純に処理できないで悩んでいる

わけですよ。ただ、現実にこうやってしゅん

せつしてて、これは量が尐ないから仮置きで

きるようなところがあるんだけれども、大量

になった場合は、それがどうできるのかな

と、どういうやり方をするのかなというの

が、ちょっと確認だったもんだから。 

 じゃあ、これは今のところは基本的に仮置

きをするのが結構メーンであるということで

すかね。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 一応仮置きということではなくて、土砂処

分場として位置づけて、そこにしゅんせつし

た土砂を入れまして、その後、例えば熊本港

でいきますと、第１分譲地みたいな分譲の土

地として利用する方法をやっております。た

だ、今やっております土砂処分場しておりま

すところについては、まだ十分な埋め立て完

了まで至っておりませんから、当面そのしゅ

んせつ土砂をまず入れる、その後、満杯にな

りました後については、分譲地として有効活

用ということを考えております。 

 八代港につきましても、同様に現在土を入

れておりますけれども、港湾計画上につきま

しては、緑地であったり、あるいは工業関連

用地として利用する予定でございます。 

 

○城下広作委員 じゃあ、仮置きというか、

そこに置いた部分で、後で土地利用するとい

うけれども、強度とか何とかって、それは全

然土砂の分で大丈夫なんですか。 
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○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 当然水分を多く含んだしゅんせつ土砂でご

ざいますので、そのままの有効活用はできま

せん。例えば、熊本港でいきますと、地盤改

良等を行った上で有効活用をしております。

八代港については、現時点ではまだしゅんせ

つ土砂を入れる段階で、有効活用に当たって

は、地盤改良等の必要性が出れば、そういう

対応を行っての分譲、貸し付けになるかと思

っております。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 わかりました。ちなみに、

大体何立米ぐらいなんですか。例えば熊本港

だけの分で入れる分とか。わからなければ後

でもいいですよ。いや、そういう何か量がど

のぐらいあるかによって、仮にたくさんしゅ

んせつしたときには、それは受け入れが可能

なのか、どんなイメージを持っとかないかぬ

のかて、ちょっとせっかくこういうところで

やっておられるからと思って……。 

 

○増永慎一郎委員長 どうですか、平山課

長。 

 

○平山港湾課長 今の委員のお話、今後将来

的にどれだけ入るかという……。 

 

○城下広作委員 今現在は何立米ぐらいの規

模でやっているのかということ。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 ちなみに、熊本港におきましては、平成26

年度の実績でございます。熊本港におけるし

ゅんせつ土砂量としては３万9,000立米。八

代港におきましては、済みません、ちょっと

25年度のデータしかございませんけれども、

１万8,000立米…… 

 

○城下広作委員 わかりました。 

 

○平山港湾課長 でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○城下広作委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかに。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課です。 

 先ほどの街路樹の管理の件について、地方

道の道路を管理しておる道路保全課で尐々つ

け加えさせていただきたいと思います。 

 非常に維持管理費が十分でなくて十分な手

入れができてない状況にあって、コストのか

からない、コスト縮減を図った管理しやすい

街路樹のあり方について、今道路保全課のほ

うで検討を進めております。この検討結果等

を、今後、維持管理として管理しやすい街路

樹の管理に反映させていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○楠本千秋委員 ７ページの道路整備課のほ

うにお尋ねをします。 

 道路改築費の大矢野バイパスと本渡道路の

予算が上がっていますけれども、先ほど説明

がありましたけれども、もうちょっと詳しく

教えていただければと。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 内訳といたしましては、まず、大矢野バイ

パスに対して今回予算の計上をさせていただ

いておりますのが23億円余になっておりま

す。それと、本渡道路につきましては３億

5,000万円の計上をさせていただいておりま

す。 
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 以上でございます。 

 

○楠本千秋委員 本渡道路では、用地取得と

か何とか動きがあるというふうに理解してよ

ろしいでしょうか。 

 

○宮部道路整備課長 今回予算計上させてい

ただきまして、やはり用地の獲得、それと、

詳細の設計ということをこれからやっていか

ないといけないというふうに考えておりまし

て、やはり我々としてはできるだけ早く完成

させたいという意味合いで、今回、この３億

5,000万の骨格予算を計上させていただいて

おります。 

 以上でございます。 

 

○楠本千秋委員 次のページの単県幹線道路

の整備で、ここにまた熊本天草幹線道路の予

算が上がっていますですね、これは、ちょっ

と説明いただければ。 

 

○宮部道路整備課長 この単県幹線道路整備

事業につきましては、今回、側道を設けま

す。橋梁がかかっていく横に、市道をつくる

んですが、そこの部分の側道の用地を確保す

るという意味合いで、ここには単県幹線道路

の予算を計上させていただいております。 

 ちなみに、これが補助事業で認められるの

であれば、補助事業のほうで確保したいとい

うふうに思っておりますが、今協議中なの

で、あらかじめこの段階で上げさせていただ

いているという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○楠本千秋委員 ありがとうございました。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○楠本千秋委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○ 委員 ３点ほどございまして、ま

ず、８ページの県の橋りょう補修費に関して

なんですが、これは熊本市でも橋の補修工事

というのは一段落したかなというふうに感じ

ているんですけれども、新たに改修したりつ

けかえたりする必要性のあるところというの

は、市にはちょっと、政令市になったので変

わっていますけれども、必要性がある橋とい

うのがあるのかと。 

 ２点目が……。 

 

○増永慎一郎委員長 なら、切りましょう

か、一遍。 

 

○宮部道路整備課長 橋梁につきましては、

今長寿命化修繕計画というのを策定しており

まして、それに基づいて現在やっておりま

す。点検をした上で、その中で、やはりでき

るだけ修繕を早目早目にやって延命させてい

くということで今やっております。 

 しかしながら、その中で、やはりどうして

もかけかえなければいけない、もう寿命が、

どんなに補修しても、耐久性といいますか、

体力がもう乏しいということになった場合に

は、やはりかけかえということが出てまいり

ますので、今回、この事業の中にかけかえも

含めて計上は出てきます。 

 

○増永慎一郎委員長 熊本市はどうかと聞か

れたんですよ。大丈夫ですか。 

 

○宮部道路整備課長 済みません、熊本市に

関しては、熊本市のほうで計画されておりま

すので、今回は政令指定都市以外の分野でご

ざいます。 

 

○手島道路都市局長 橋梁は、例えば、コン

クリートのやつはまだいいんですけれども、
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鉄でつくっているものだと何年かごとに塗り

かえとか絶対出てきますので、終わったから

終わるということではなくて、何度も修繕し

ながら長持ちさせていくということですの

で、必ずずっと出てくるものだということを

ちょっとつけ加えさせていただきます。 

 

○ 委員 了解です。 

 次、14ページで連続立体交差事業に関して

お尋ねなんですけれども、かなり減額で、骨

格予算となっているんですが、これもちょっ

と政令市に関係することで恐縮なんですけれ

ども、私も、市内でやっぱり道路関係で一番

多いのが、立体交差を何カ所か何とかならぬ

のかという話があります。熊本市及び市近郊

部でもいいですが、周辺部でも立体交差の新

しい計画とかあるのかないのか、ちょっと教

えてください。 

 

○松永都市計画課長 確認ですけれども、そ

れは、いわゆる鉄道をまたぐ跨線橋の計画が

あるかないかということでしょうか。 

 

○ 委員 ごめんなさい。例えば、ち

ょっと違うんですが、田井島交差点とか、か

なり渋滞が激しいところがあるんですが…

…。 

 

○松永都市計画課長 私が把握している限り

では、新たな道路の立体交差の計画は市内に

はないのかなと思っています。強いて挙げれ

ば、12月御説明しましたように、交通マスタ

ープランの中で、東バイパスの立体化あたり

を提案をしているというぐらいかと思います

けれども。 

 

○ 委員 了解です。 

 あと１点、続けていいですか。 

 27ページの港湾に関する、ちょっとこれも

お尋ねなんですけれども、知事も八代港と熊

本港を有効活用していこうと熱心にやられて

いるんですけれども、バースの整備とかは一

段落したと考えてよろしいんですか。その辺

ちょっと教えてください。 

 

○平山港湾課長 重要港湾であります熊本港

と八代港についての御質問かと思います。 

 まず、八代港につきましては、現在、水深

14メーター岸壁の１バースの整備は完了して

おります。現在、14メーター航路のしゅんせ

つ事業を行っているところでございます。 

 港湾計画上は、14メーター岸壁２バースの

港湾計画の位置づけをしてされておるところ

でございますが、現時点での取扱貨物量等の

中では、当面、14メーター岸壁の１バースの

泊地航路の早期整備について、国のほうでし

っかり取り組んでおられるところでございま

す。 

 熊本港につきましては、現在、水深7.5メ

ーターの航路のしゅんせつ及び南防波堤の整

備等が国において行われているところでござ

います。同様に、港湾計画におきましても、

水深7.5メーターの２バース、水深10メータ

ー岸壁の整備が港湾計画等では位置づけられ

ております。同様に、熊本港においても、取

り扱いの貨物量等の状況を今見ながら進めて

おるところでございますが、同様に、水深7.

5メーター航路の早期整備において、国のほ

うでしっかり取り組んでいただいているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 委員 了解です。 

 

○河津修司委員 基礎的なことでよくわから

ぬから聞きますけれども、流域下水道につい

ては、一般会計からの繰出金もあるようです

が、地元の負担といいますか、受益者負担と

か地元自治体からの負担とかはどうなってい

るんですか。 
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○宮本下水環境課長 流域下水道の場合は、

維持管理費、それから建設におきましても地

元の市町村さんからの負担金をいただいてお

ります。 

 

○河津修司委員 一般会計からの繰り出しも

あっているでしょう。 

 

○宮本下水環境課長 交付税措置分の起債を

起こしますので、その分の交付税措置が行わ

れますので、その分は特会のほうに繰り出す

というふうになります。 

 

○河津修司委員 交付税措置とかある分です

ね。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○河津修司委員 わかりました。 

 もう１つ。道路維持というか、雑草を刈る

ときの費用なんか、今度は肉づけ後の予算に

なるんでしょうか。もしそうだとしたとき

に、そういった影響は出ないんでしょうか。 

 

○高永道路保全課長 道路維持に絡む経費の

草刈り等につきましては、今回の予算に計上

しております。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 よろしいですか。 

 

○河津修司委員 よろしいです。それから、

もう１つ。 

 

○高永道路保全課長 済みません、もう尐し

詳しく説明いたします。 

 11ページを見ていただきたいと思います。 

 単県道路修繕費の右側の説明欄に単県道路

維持修繕費という項目がございますけれど

も、ここの中に計上しております。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 わかりました。 

 それから、52ページの専決処分で、これは

道路がまだ未供用ということなんですよね、

それでもやっぱり賠償する責任が出てくるわ

けなんですか。 

 

○高永道路保全課長 未供用においても、県

としての管理と責任等がございまして、補償

しなければならないということでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○河津修司委員 その未供用ということは、

通行どめにしてあったとかそういうことじゃ

なくて、ふだんでも通れるようにはしてあっ

たんですか。 

 

○高永道路保全課長 現場の状況を尐々説明

しますと、１メーターほどの歩道がございま

して、それを２メーター50ほどの歩道整備を

するような事業でございます。これについて

補償して、物件等、今回の場合は看板等をど

けたわけでございますけれども、補償物件箇

所がガスの会社でございまして、まあ、路面

等がコンクリート舗装をしてあったというふ

うな状況でございました。ということで、現

在で通行できるような状況だったということ

で、これについて基礎部分に尐し柵を設けと

ればよかったんですけれども、それができず

に事故が起きてしまったような状況でござい

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 いいですか。 

 

○河津修司委員 はい。 
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○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○森浩二委員 保全課にちょっと確認ですけ

れども、さっきの単県道路修繕費の中のパト

ロールですたいね。あれは、３年とか何かの

委託に、パトロール委託のはどれくらい、ま

た同じぐらい、来年。 

 

○高永道路保全課長 パトロールにつきまし

ては、３年債務でやっておりまして、28年度

から３カ年を今後予定しております。 

 予算につきましては、前年、パトロール予

算については民間パトロール分を今回計上し

ております。その分がちょっと増額になって

おり、対前年に比べて増額でございます。 

 

○森浩二委員 ということは、４月１日から

新年度でするわけでしょう。予算をこの議会

終わったらすぐあれすっとかな、委託は。 

 

○高永道路保全課長 12月議会で債務を設定

しておりまして、３月中の発注を予定してお

ります。 

 

○増永慎一郎委員長 森委員、いいですか。 

 

○森浩二委員 いいです。わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 パトロールの件で、後でち

ょっと確認しようかなと思ったんですが、つ

いでにやります。 

 原政策審議監が最初に話をされたときの挨

拶の中で、例の１月23日の大雪の部分です

ね。これで、たまたま私は、23、24で水俣に

泊まってたもんですから、あの大雪でびっく

りして、帰らにゃいかぬだったので、24日に

帰ったんですね。そして、とにかくチェーン

つけてずっと――高速がだめだったから国道

３号線をずっと帰ったんですね。通行どめじ

ゃないもんだから、３号線ずっと行って、と

にかくもう大渋滞しながらやっと芦北まで来

たんですよ。そしたら、そこから全然動かな

くなって、これは全然動かないから、まあ、

10分待って動かない、まあ、仕方ないかと。

20分待って、30分ぐらい待っても全然動かな

い、同じところにずっと。これはちょっとど

うなるんだろうかと、めどがわからぬもんだ

から、行けるか行けないかと。そして、土木

事務所に電話したら、とにかくわかりません

と。トンネルの、三太郎峠のほうでどうも除

雪作業をしとるけど、ちょっとわかりません

と。ああ、そうですか。めどは、大体１時間

とか２時間とか５時間とか何かそんくらい、

そうせんと車の中で凍死するといかぬもんだ

から、やっぱり。ガソリンももつかもたぬか

わからぬもんだから。国交省にも電話しまし

た。わからぬと。 

 その間別に、これは大変除雪作業ば手間取

って何時間かかるかわからぬからということ

のアナウンスか何かあればいいんですけれど

も、何もなくて、ただひたすらに待っとくだ

けなんですよ。余りにもちょっとひどかった

もんだから、１時間半かけてそこまでやっと

来たんですけれども、またバックして新幹線

で帰った、結果的に、水俣の駅にとめて。 

 だけど、話に聞くと、そのときに、５時間

ぐらいずっとかかって帰ったらしいですね、

何か５時間か６時間ぐらい。あれは万が一ガ

ソリンを余り入れてない方はどうなったんだ

ろうかというのと、ある程度、めどという

か、パトロールで、反対側から、渋滞して、

済みません、除雪しても相当かかりますと、

それなりにどうだとか、何かアナウンスなん

ていうのは反対側からあってもよかったのか

なと、みんな連絡のしようがないから、ああ

いう場合にはどうなるんだろうかなと。ラジ

オとかスマホとかいろいろ――時間が全然は
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っきりわからなかった、大体。そういうパト

ロールとか、あのときの分のパトロールと

か、そういう役目というのはどうなんですか

ね。 

 

○高永道路保全課長 大雪のときの状況につ

きましては、道路情報としましては、県にお

いては、県のホームページでお知らせしてい

るところではございます。そのホームページ

から国管理の道路の状況もリンクを張ってい

るところではございます。ただ、当時、かな

りそれへのアクセスが集中したみたいで、な

かなか情報が得られなかったということはお

聞きしております。 

 リアルタイムの情報提供をするのが一番で

ございますけれども、まあ、現実は、閉じ込

められた車両への対応を国もされておられま

すし、県においても、当時は国道219号に車

両が閉じ込められたという状況でございま

す。 

 現場での対応は、一生懸命道路利用者に万

が一のことがないように対応しておりますけ

れども、リアルタイムの情報提供につきまし

ては、現段階では、ホームページでお知らせ

するか、道路保全課なり最寄りの振興局にお

尋ねいただくというのが現在の状況でござい

ます。 

 

○城下広作委員 我々は、たまたま県民手帳

があって芦北振興局の電話番号もわかるもん

ですぐかけられたんですけれども、一般の人

なんていうのは、なかなかどこに聞いていい

かというのも全然わからないし、たまたま掲

示板のテロップが出るところに、近くにとま

る人間はわかるんでしょうが、多分あれは相

当苦労されたろうなと思いながら――現に、

ガソリンも尽き果てて、何か給油をお願いし

た人もたくさんいたとかと聞いたんです。そ

ういう何かちょっといろいろてんまつが、大

変だったという情報なんていうのは何か寄せ

られて集計したとかはあるんですか。今回の

この危機管理というか、こういう状態でどう

いうふうなものが問題があったということを

一回まとめてみたとか、そういうのは何かあ

るんでしょうか。 

 

○高永道路保全課長 国道３号については、

今回初めて道路管理者による車両の移動をさ

れておられます。これは、災害対策基本法の

改正に伴ってのものでございますけれども、

そういうことで現場での対応をされたと。 

 県においては、それができるように今準備

しておりますので、今後の対応では、そうい

うことはできるかとは思います。 

 当時の状況の詳細については、現時点では

ちょっと国交省のほうからお聞きしておりま

せんので、情報を入手して、またお知らせし

たいと思います。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 いろいろそう何回もしょっ

ちゅうはないと思いますけれども、やっぱり

ああいういざとなったときに、本当に情報と

か何かとり方がわからない人たちは孤立する

とか非常に大変な目に遭うような可能性があ

るなと思って、ちなみに、ちょうど出るとき

に、パトカーが逆に車に追突してました。パ

トカーが滑って普通の車にどんとぶち当たっ

て、それでも渋滞の原因にもなっていまし

た。 

 

○森浩二委員 関連して。そういうときは、

携帯に緊急情報は載せらるどか。阿蘇が爆発

したときはすぐ入ったでしょう。そういうの

を災害として……。 

 

○高永道路保全課長 災害の情報として、そ

ういう情報提供については今後の検討課題だ

と思っております。 

 以上でございます。 
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○緒方勇二副委員長 危機管理の観点からち

ょっとお尋ねしますけれども、その24日未明

からどんどん積もり始めて、私は、球磨郡の

ほうから新八代駅まで、219号を路面が凍結

する前に通り抜けたんですが、実際、大型車

両の多重衝突等があって乗用車等が前部を大

破しているとか、たくさんありました。その

後、いみじくも新幹線は機能して関西のほう

に行かせていただきましたけれども、要は、

その後の対応ですね、除雪がスムーズに人吉

球磨管内やっていただいて、大変立派な対応

をしていただいたなと思うんですね。唯一高

速がだめ、肥薩線もだめ、219号もそのよう

な状況でしたので、久七トンネルといいます

か、あっちの伊佐市のほうに抜ける、あそこ

の除雪も熊本県側は完璧にできて、要は、そ

の向こうの鹿児島との連携ですね、あちらの

除雪が当然間に合わなくて陸の孤島になった

というふうな状況でした。片方で、自主防災

組織が機能したのかどうか、どのように情報

があったのか知りませんけれども、孤立され

て閉じ込められた車両に対して炊き出しとか

おにぎりが配られたとか、そういうことを３

号線とか219号で私たちは聞かせてもらって

いるんですが、そういう自主防災組織率をど

んどんどんどん上げる取り組みを本県はして

きたわけですけれども、そういうことがきい

た結果なのかどうか、もし情報をお持ちであ

れば教えていただければと思いますが。 

 

○高永道路保全課長 そういうおにぎりの提

供等の情報につきましては、済みません、情

報収集できておりませんので、ちょっと調べ

てまた御連絡したいと思います。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○河津修司委員 関連ですが、今回は、阿蘇

のほうは温度が低過ぎて雪も尐なかったと。

あるいは、降った雪があんまり滑るような雪

じゃなかったから、ほとんど渋滞とか起きな

かったんですが、本来ですと、阿蘇が一番そ

ういった雪の影響を受ける地域なんですが、

なかなか建設業の方も今経営も厳しくなって

きて、だんだん機械もあんまり持っていない

というふうな状況で、我々のときも、建設業

は機械を持たぬもんだから、もう町のほう

で、冬の期間はそういった除雪の機械、使え

る機械を町のほうでリースで借りてて、それ

を除雪のときには業者に貸して除雪をしても

らうというふうな状況もやってたんですが、

そうなると、やっぱり費用もかかるもんです

から、その辺のところの対策も県として考え

てていただけないかなというところはありま

す。なかなか建設業も厳しいもんだから、機

械を、今大型機械をほとんど持たないもんで

すから、その辺のところの対策もぜひ考えて

ほしいなと思ってます。 

 

○増永慎一郎委員長 要望でいいですか。 

 

○河津修司委員 はい。 

 

○高永道路保全課長 阿蘇の除雪につきまし

ては、かなり振興局が頑張っとられます。振

興局だけではなくて、建設業協会の支部のほ

うも頑張っていただいております。 

 ２年前の大雪でかなり苦労されたという経

緯がございまして、その後、それではいけな

いということで勉強されまして、県と一緒に

なって勉強しまして、除雪車の導入をしてお

ります。これは、県がリースして支部のほう

にメンテナンスをお願いしとるような状況で

ございますけれども、こういう取り組みと、

県と協会の協力で、除雪作業がほかの振興局

に比べ、かなり早くでき上がっております。

こういった取り組みを今後とも支部と一緒に

なって続けていきたいとは考えております。 

 以上でございます。 
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○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 なければ、これで質疑

を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第20号、第25号、第26号、第31号、第62

号、第63号及び第72号から第75号までについ

て、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第20号外９件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 異議なしと認めます。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査にすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  (「はい」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 それでは、そのように

取り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が１件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長からの説明をお願いし

ます。 

 

○村上河川課長 河川課です。 

 報告事項１、川辺川ダムに関する最近の状

況についてをお願いいたします。 

 昨年12月の本委員会で御報告しました球磨

川治水対策協議会について、その後の会議等

の状況を御報告します。 

 まず、協議会の構成は、国土交通省、県、

流域市町村の副市町村長等がメンバーです

が、知事や市町村長が協議する場を年１回は

開催することとされています。 

 それでは、会議等の概要ですが、１の川内

川現地調査の概要です。 

 球磨川流域の南側に位置し、類似した地形

であり、平成18年の洪水後にさまざまな治水

対策が進められている川内川の調査を１月12

日に行いました。調査では、ダム再開発、引

堤、輪中堤などの現地確認等を実施しており

ます。 

 次に、２の第４回協議会の概要です。 

 １月19日に人吉市で開催した会議では、遊

水地、市房ダム再開発、放水路をそれぞれ個

別に実施した場合の効果や影響などについて

協議を行っております。 

 その際の市町村の主な意見は表のとおりで

す。 

 次に、裏面をお願いいたします。 

 ３の第１回整備局長・知事・市町村長会議

の概要です。 

 ２月２日に県庁で開催した会議では、第４

回協議会までの検討内容や、これまで積み上

げた対策の進捗状況について協議を行ってお

ります。 

 その際の市町村の主な意見は表のとおり

で、主なものとしましては、放水路の効果へ

の期待とともに、放流先の浸水等に対する懸

念、あるいは市房ダム再開発の住民理解を得

ることが難しいとの意見などがあっておりま

す。 

 最後に、４の今後の検討の進め方について

でございます。 

 これまで引堤など６つの対策案の検討を進

めておりますが、今後、輪中堤など３つの対

策案の検討を行い、それぞれ個別に実施した

場合の概要と課題の整理を行います。 

 その後、９つの対策案についてパブリック

コメントを実施する予定です。 
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 さらに、複数の組み合わせ案を検討し、概

要と課題の整理を行い、パブリックコメント

を実施します。 

 最終的に総合的な評価を行い、国、県、市

町村で共通の認識を得ることとしておりま

す。 

 説明は以上になります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○増永慎一郎委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 

○ 委員 この２ページ目の水上村さ

んからの意見の中で、住民が市房ダムの20メ

ートルのかさ上げは理解が得られないという

ふうになっていますけれども、ちょっと理由

を教えてください。 

 

○村上河川課長 市房ダムについての水上村

さんの意見ですけれども、この表の上の最初

のほうに書いていますように、50数年前、市

房ダムの建設を水上村さんが受け入れられ、

200戸以上の家屋移転を余儀なくされたとい

うことで、まだその経験をお持ちの村民の方

も多く住まわれております。ですので、さら

にまた村に負担を強いるようなかさ上げ、こ

の20メーターのかさ上げにつきましては、こ

れを実施した場合、また数十戸の移転家屋と

かも可能性はありますので、それらの受け入

れについては難しい、理解を得るのは難しい

というのが水上村さんからの意見でございま

した。 

 以上です。 

 

○ 委員 了解です。 

 

○増永慎一郎委員長 大丈夫ですか。 

 

○ 委員 はい。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○宮部道路整備課長 報告に関係ないですけ

れども、先ほど森委員からちょっと御質問が

あった件に対してちょっと確認できましたの

で、ちょっと御報告させていただきます。 

 有明海沿岸道路の大牟田から大川につきま

しては、５億円補正がついております。た

だ、この５億円の補正につきましては、福岡

県側の補正ということで、熊本県側のほうの

委託なり用地には使えないということになっ

ておりますので、御報告申し上げます。 

 

○増永慎一郎委員長 ありませんかね。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

いたします。 

 最後に、その他に入ります。 

 １月の閉会中委員会でも御報告しました

が、この常任委員会における取り組みの成果

をホームページに載せるということで提案を

させていただきました。 

 取り組みの成果の取りまとめについては、

選定は、私と副委員長に一任いただいたんで

すが、ここに、皆さん方にお配りしておりま

すが、こちらのほうに載せてあります。いず

れの項目も、委員会審議により取り組みが進

んだ、あるいは課題解決に向けての検討や調

査が動き出したものを主に選定しておりま

す。これらの項目以外に提起された課題や要

望についても、執行部で現在調査、検討を続

けておられますが、これら４項目を特に具体

的な取り組みが進んでいるものとして取り上

げておりますので、この件について何か御意

見があればお伺いしたいと思いますが、意見

がありますでしょうか。――ないですかね。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 ないということであれ

ば、このままでホームページに掲載したいと
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思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 ほかに、何か先生方から御質問はありませ

んか。――ありませんか。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 それでは、これをもちまして第６回建設常

任委員会を閉会します。 

  午前11時59分閉会 

                  

○増永慎一郎委員長 なお、本年３月末をも

って退職される方が４名出席されておられま

すので、それぞれ一言ずつ御挨拶を賜りたい

というふうに思っております。 

 まずは、猿渡土木部長から。 

  (猿渡土木部長、高永道路保全課長、宮

本下水環境課長、深水営繕課長の順に

退職挨拶) 

○増永慎一郎委員長 ありがとうございまし

た。 

 では、本年度最後の委員会でございますの

で、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 １年間、緒方副委員長を初めほかの委員さ

んには大変お世話になりました。また、執行

部の皆さん方にも大変お世話になりました。 

 円滑なる運営を一生懸命頑張ってやってい

こうと思ってやりましたが、なかなかふなれ

で皆さん方には大変御迷惑をかけたんではな

いかというふうに思っております。 

 これはもう多分常任委員会が終わった後の

発言でございますので、大体もともと私は建

設常任委員長にはもうなりたくありませんで

した。と申しますのも、やっぱり地元の方々

が勘違いをされて、建設常任委員長になれ

ば、地元の要望が全て通って、新しい道とか

橋ができるんじゃないかというふうに思われ

る方が非常に多うございました。しかしなが

ら、こういった役につかせていただきまし

て、熊本県の土木部の皆さん方が一生懸命頑

張っていらっしゃるのがよくわかった次第で

ございます。 

 取り組みの成果は一部しか出ておりません

が、私は、まだまだいっぱいこの常任委員会

で取り組んだことが結果につながった、執行

部の方々がそういった、支えてやってくれた

というのがいっぱいあるというふうに思って

おります。 

 ただ、課題というのは、毎回毎回新しい課

題が出てきますので、ぜひそれは、退職され

る方々以外は、それをきちんと引き継ぎなが

ら、ぜひ頑張っていただきたいというふうに

思っております。 

 また、４名の方、本当にお疲れさまでござ

いました。これから先も、温かい目で、ま

た、大所高所からこの県政について注文をつ

けながら、指導していただきながら、見守っ

ていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 １年間本当にありがとうございました。

(拍手) 

 緒方副委員長からも一言どうぞ。 

 

○緒方勇二副委員長 皆さん、１年間大変お

世話になりました。 

 増永委員長のもとで一生懸命サポートしな

がらのつもりでありましたが、いつも皆さん

方の活発な御議論をいただきまして、また、

執行部の皆さん方にも真摯な対応をいただき

ましてまことにありがとうございました。 

 地方創生で、巷間、本当に期待を持たれて

おります。突き詰めていけば社会資本の整備

だというふうに思います。現場に足を運べば

運ぶほど、県は、市町村は、何をしてくれる

んですかといつも言われます。しかしなが

ら、私たちは、県にだけにそれを求めるんで

はなくて、住民、県民の皆さん方も、一汗も

二汗もかいてください、そういうお願いばか

りをしております。道路行政もしかり、河川

行政もしかり、住民協働のもとで、住みよい

環境づくりをしながら、県民の負託に応えて
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いきたいというふうに思っておりますので、

今後とも皆さん方のお力添えを賜りますよう

お願い申し上げまして、副委員長の御挨拶と

させていただきます。 

 本当に１年間お世話になりました。ありが

とうございました。(拍手) 

 

○増永慎一郎委員長 ありがとうございまし

た。 

  午後０時９分 
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